
 

６ その他 

(1)要望等が不正な働きかけであるか判断に迷う場合 

 
               上司への報告・対応方針検討 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                              ２ 「記録の対象」の手順へ 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      検討結果（対応方針案）          検討結果（対応方針案） 
 

 

要望等が不正な働きかけであるか判断に迷った場合 

要望等管理責任者に相談 
（必要に応じて要望等検討委員会で検討） 

要望等が不正な働きかけで

あるか判断できない場合 
不正要望に当たらな

いと判断 

判断結果に基づき対応検討 

不正要望と判断 

不正な要望であることを

告げる。（拒否する） 

 

政策企画室と連絡・調整 

要望等に関する有識者会議に意見を聴く 

要望等に関する有識者会議の意見 

要望等に関する有識者会議の意見を

ふまえ対応検討 



 

(2)要望等を所管課等へ伝達する場合 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        ２ 「記録の対象」の手順へ  ４ 「対応」の手順へ 
 

 

要望等を所管課等へ伝達する課等 

所管課等 

４ 対応（伝達） 

要望・要請・意見等 

要望等の内容を所管課等に連絡する旨を要望者に伝える。 
（要望等を受けた職員） 

上司への報告（課長まで報告） 

要望等の連絡を受ける。（「要望等記録票」の写しを受領） 

所管課等へ連絡（「要望等記録票」の写しを所管課等へ送付） 

※これまでに記載した下記の手順と同じ対応を行う。 
１「要望等記録の選別」の手順 
２「記録の対象」の手順 
３「確認等」の手順 

「要望等記録票」の保存 

必要に応じて要望等の聞取り 

必要に応じて処理状況を確認 

処理状況の連絡 



 

(3)市長等が要望等を聞いた場合 

   市長、副市長が要望等を受けた場合 
         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                ２ 「記録の対象」の手順

所管局区等 

所管課等 

市長等 

要 望 等 

要望等の概要を聞取り・要望者の連絡先を確認（市長等） 

所管課等から要望等の聞取りがあることを要望者に伝える。（市長等） 

要望等に関する業務を所管する所属長に要望等の聞取りを指示（市長等） 

所管課長に要望等の聞取りを行うよう指示（所属長） 

要望等の聞取り 


